
柏原市介護予防・日常生活支援総合事業における旧介護予防通所介護に

相当する通所型サービス事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、柏原市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第３条

第１号イ（ア）に規定する旧介護予防通所介護に相当する通所型サービス事

業（以下「旧介護予防通所介護相当サービス事業」という。）の実施に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、介護

保険法（平成９年法律第１２３号）、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省

令第３６号）、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図る

ための指針（平成２７年厚生労働省告示第１９６号）及び地域支援事業実施

要綱（平成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知

「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。）の例による。 

 （内容） 

第３条 旧介護予防通所介護相当サービス事業で提供されるサービスは、柏原

市介護予防・生活支援サービス実施要綱第３条第１号又は第２号に該当する

者（以下「居宅要支援被保険者等」という。）について、その介護予防を目的

として、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の２第３項の厚生

労働省令で定める施設又は同法第２０条の２の２に規定する老人デイサービ

スセンターに通わせ、当該施設において、介護予防ケアプランに定める期間

にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談・助言、健康

状態の確認その他の居宅要支援被保険者等に必要な日常生活上の支援及び機

能訓練を行う支援とする。 

 （実施方法） 

第４条 旧介護予防通所介護相当サービス事業は、通知別記１（１）ア（エ）

①の（Ｃ）に定める指定事業者の方法により実施するものとする。 

２ 旧介護予防通所介護相当サービス事業は、次項に定めるもののほか、介護

保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第４号）



附則第４条第３号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護

予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生

労働省令第３５号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。）に規定

する旧介護予防通所介護に係る基準に従い実施するものとする。 

３ 旧指定介護予防サービス等基準第１０６条第２項に規定する記録の保存に

ついては、当該サービスを提供した日から５年間とする。ただし、次の各号

に掲げる記録の保存については、当該各号に定めるところによる。 

（１） 旧指定介護予防サービス等基準第１０６条第２項第１号に規定する記

録の保存 当該計画の完了の日から５年間 

（２） 旧指定介護予防サービス等基準第１０６条第２項第３号 当該通知の

日から５年間 

 （単位数及び単価） 

第５条 旧介護予防通所介護相当サービス事業の単位数は、通知別添１の２に

定める単位数とする。 

２ 旧介護予防通所介護相当サービス事業の１単位の単価は、厚生労働大臣が

定める１単位の単価（平成２７年厚生労働省告示第９３号）に定める柏原市

の地域区分における通所介護の割合に１０円を乗じた額とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、地域における医療及び介護の総合的な確保を推

進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附

則第１３条の規定により法第１１５条の４５第１項第１号ロの第１号通所事

業に係る指定を受けたとみなされた事業所が旧介護予防通所介護相当サービ

ス事業を実施する場合の１単位の単価は、その効力を有する間、厚生労働大

臣が定める１単位の単価に定める旧介護予防通所介護相当事業を行う事業所

が所在する市町村の地域区分における通所介護の割合に１０円を乗じた額と

する。 

 （その他の事項） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、旧介護予防通所介護相当サービス事業

の実施に関し、必要な事項は、別に定める。 

 



   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 


